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会会会会    議議議議    企企企企    画画画画    書書書書（（（（案案案案））））    
提案：企画政策部 

◆会 議 名 （仮称）政策等説明会 

◆会議の目的 ・市議会議員全員を対象に行政側から「政策形成過程、事業の進捗状況」等

について説明・報告することで、等しく情報の把握・共有が図られる。 

◆出 席 範 囲 ・市側＝部長 

・議員＝全員 

◆場 所 ・議会第 1 委員会室 

◆開 催 頻 度 ・月 1 回とする。 

・毎月 1 日の平日開催を原則とし、休日等にあたる場合は直後の平日とする。 

また、市議会定例会開催月は行わないこととする。 

 

◆説明案件等 
（1）新規事業の実施計画等に関すること。 

（2）既存事業の見直し・廃止に関すること。 

（3）条例骨子等の検討案に関すること。 

（4）各種基本計画（パブリックコメントの実施、結果に係るものを含む）に 

関すること。 

（5）その他 

 

※市議会への提出議案に関するものは別途とする。 

 

＜長野市報告事例（2019.1.10）＞ 

（1）（仮称）後町ホールの運用 

（2）長野市国民保険事業第１期財政健全化計画の策定 

（3）旧松代福祉寮跡地の（社）湖会への売却 

（4）デンマークの水泳事前合宿に関する覚書の締結及びホストタウン申請 

（5）市営住宅の入居基準の見直し 

（6）城山公園噴水広場の基本設計素案のパブコメ実施 

（7）「まちなか広場」（セントラルスクエア）の整備 

（8）もんぜんぷら座の在り方検討 

（9）統一的な基準に基づく地方公会計制度による財務書類の作成報告 

 

◆開 催 方 式 
（1）会議は「＊非公開」とする。 

（2）説明会の進行は、議会運営委員会正副委員長とする。 

（3）説明は部長が行う。 

（4）質疑の取り扱い 

  ＊説明に対する質問のみとし、案件ごとに処理を行う。 

  ＊全体質疑とする。 

（5）説明に必要な資料は当日配布 

 

 ＊非公開の理由：政策形成過程の事案に関する情報提供であり、議員の意見

を聞く場であり、公開してしまうことで憶測が先行して（混

乱を生じさせて）しまう恐れがあるため。 
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◆運営所管課 ・説明案件、資料の取りまとめ…総合政策課 

・開催連絡（案件名他）…議会事務局 

 ※開催連絡は「当面、軌道に乗るまでの間とする。」 

◆そ の 他 （1）政策説明会には議会事務局長・次長・各常任委員会(議会事務局)担当者、 

総合政策課長が同席する。 

（2）マイク操作等は議会事務局職員が行う。（議会運営委員会担当職員） 

 

【基本型（フロー）】 設定開催日＝「1 日 10：00～」 

適    用 担当課 備  考 

前 月～ 

①説明会の開催周知（庁内一斉） 

 ※日程（案件締め切り日）含む 

 

②17～19 日頃「説明会案件締め切り」 

（10 営業日前を目安とする） 

※説明概要添付 

 

 

③「説明案件決定後、速やかに…」 

各議員へ案件名他を連絡（一斉ＦＡＸ） 

 

 

④庁内周知（説明順、資料№等含む） 

（5 営業日前を目安とする） 

 ※企画政策部長→全部長（Web 回覧） 

 

 

⑤説明資料取りまとめ 

（2 営業日前） 

 

当 日  

9：00～進行打合せ（正副委員長） 

10：00～開会 

 

 

「企画政策部」 

 

 

（とりまとめ） 

（説明順の決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事者報告（概要）－決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試行（案）8/9（金） 

 

「議会事務局」 

 

 

 

「企画政策部」 

 

 

 

 

 

 

「企画政策部」 

 

●試行（案）【8/9（金）10：00～】 

 ①開催日周知 ～7 月 10 日（水） ※7/9（火）9：30～議会運営委員会 

②説明会案件締め切り日 7 月 29 日（月） …理事者報告（7/29～7/31） 

 ③各議員への「案件名」を連絡  ～8 月 2 日（金） 

 ④庁内周知 ～8 月 2 日（金） 

 ⑥説明資料取りまとめ 8 月 7 日（水） 



・説明資料提出

（概ね２営業日前）

・報告（概要含む）

・説明順等の周知
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○9○9○9○9：00～：00～：00～：00～進行打合進行打合進行打合進行打合せせせせ

・取りまとめ

総合政策課

庁 内 説明部・課

総合政策課 議会事務局

（一斉ＦＡＸ）

総合政策課


